
 
 

令和２年度 医療的ケア児等コーディネーター養成研修等開催要領 

 

１ 趣  旨    

医療的ケア児等については、支援の領域が広く、保健、医療、福祉、保育、教育等関係

機関の連携体制を構築する必要があり、それらの支援を総合調整するコーディネーターを

養成することにより、医療的ケア児等の地域生活支援の向上を図る。 

 

２ 主 催  京 都 府 （共 催：京 都 市） 

 

３ 日 時   

(1)医療的ケア児等支援者養成研修(webによる講義)：令和２年１２月 

(2)医療的ケア児等コーディネーター養成研修((1)の研修課程に加え、演習) 

：令和３年 1月６日（水）、７日（木） 

 

４ 会 場  

(1)web配信による開催 

受講時期などの詳細については、受講決定時にお知らせします。 

(2)京都テルサ（京都市南区新町通九条下ル）東館３階 大会議室 

都市上京区猪熊通丸太町下る中之町 519 京都市上京区猪熊通丸太町下る中之町 519 

５ 対象者  

        今後、地域で医療的ケア児等コーディネーターの役割を担う予定のある次の者。 

        なお、京都府内(京都市内を含む。)に所在する事業所及び関係機関に所属する者に限る。 

(1)障害福祉分野で相談支援事業に従事している相談支援専門員、サービス事業所従業者等 

(2)NICUのある医療機関等の地域支援相談員、訪問看護師、行政職員(保健師等) 

(3)保育園、幼稚園、学校、特別支援学校等で医療的ケア児に関わる者 

(4)その他受講の必要があると知事が認める者 

 

６ 定 員   

(1)医療的ケア児等支援者養成研修(webによる講義)  120名 

(2)医療的ケア児等コーディネーター養成研修(演習) （1）の受講者のうち 50名 

 

７ 受講申込方法及び受講の可否について 

(1)受講申込方法及び申込先  

別添受講申込書をメールまたはファックスにより、令和２年１１月６日（金）《必着》

までに、「５ 対象者」ごとに次の申込先へ送信してください。 

ファックス送信結果については、必ずご自身で送信結果を確認願います。 

  



 
 

「５ 対象者」の区分 申込み先 

(1)相談支援事業者、福祉サービス事業

所従事者等 

事業所所在地の市町村障害福祉担当課 

(2)医療機関、保健所等行政機関の医療

従事者等 

京都府健康福祉部障害者支援課 

(3)保育所、幼稚園、教育機関の従事者

等 

【京都市を除く機関】 同 上 

【京都市内の機関】 

京都市子ども若者はぐくみ局子ども家庭支援課 

(4)その他受講の必要があると知事が認

める者 

京都府健康福祉部障害者支援課 

 

（2）受講の可否 

  申込多数の場合は、コース変更や受講できない場合がありますのでご了承ください。 

  受講の可否については、１１月２０日（金）までに所属事業所宛にお知らせします。

また、定員内で全員の受講が可能な場合は、ワムネット京都府ページにおいてもお知ら

せしますのでご確認ください。 

 

８ 受講料・資料代  無 料  

※参考図書の準備について 10-(2)を参照してください。 

 

９ 修了について 

（1）  「(1) 医療的ケア児等支援者養成研修」について、受講を確認するため、アンケー

ト等を提出していただく予定です。詳細は受講決定時にお知らせします。 

（2）  「医療的ケア児等コーディネーター養成研修」の研修修了者には、修了証書が交付

されます。 

（3）  各科目の遅刻及び早退は、理由に関わらず認められません。 

その他、受講態度が著しく不良な場合等は、受講の継続、修了の認定を行わない場

合があります。 

（4）  1 科目でも未修了がある場合は、修了証書は発行されませんのでご注意ください。 

（5）  修了者名簿を京都府で管理しているため、修了証書は所属の所在地に関わらず、京

都府知事名で交付します。 

 

10  その他   

（1） 受講申込書に記載された個人情報は，当研修の適切かつ円滑な実施の目的のみに 

使用させていただきます。 

（2） テキストは各講師が準備する資料のほか、次の書籍を参考図書としますので、各自 

でご準備をお願いします。 

 



 
 

    「医療的ケア児等支援者養成研修テキスト」（中央法規 3,300円） 

    「医療的ケア児等コーディネーター養成研修テキスト」（中央法規 2,200円） 

  (3)  計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所が「要医療児者支援体制加算」を

請求するには、4日間コースの「医療的ケア児等コーディネーター養成研修」を修

了した相談支援専門員を配置し、その旨を公表する必要があります。 

（4） 修了者について、市町村及び京都府保健所へ情報提供を行います。また、修了者

の所属事業所名等の情報の公表がされる場合がありますのでご承知おきください。

その場合、原則として氏名等の個人情報の公表は行いません。 

（5） 演習当日は、会場入り口にて検温を実施します。また、会場では、マスク着用、

アルコール消毒など、新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。 

（6） 演習当日、風邪症状や咳、息苦しさ、37.5℃以上の発熱等体調に不安がある方は、

演習の参加をご遠慮ください。 

（7）  新型コロナウイルスの感染拡大状況により、演習が中止になる場合がありますの

で、ご承知おきください。 

 

11 お問合せ先             

 〒601－8570  

京都市上京区下立売通新町西入る薮ノ内町 

  

京都府健康福祉部障害者支援課  

福祉サービス・障害児支援係      

 電 話（075）414-4633  ＦＡＸ（075）414-4597 

メール shogaishien@pref.kyoto.lg.jp 

 

                             （会場案内図） 
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